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(57)【要約】
【課題】　所望の画像データを記憶するために複数の操
作を行う必要がなく、操作および情報管理が容易な情報
端末装置を提供する。
【解決手段】　情報端末装置１００は、表示面２を有す
る表示部１と、表示面２に重ねて配置されるタッチパネ
ル１０と、タッチパネル１０がタッチされた位置を検出
する入力検出部２２と、指定手段と、記憶部３０と、制
御部２０とを含む。
　指定手段は、表示面２に表示されている画像の少なく
とも一部の範囲を指定範囲として指定する。制御部２０
は、指定範囲が指定された状態で、入力検出部２２が、
当該指定範囲に対応するタッチパネル１０における範囲
に含まれる位置がタッチされたことを検出すると、当該
指定範囲内に表示されている画像の画像データを、切り
出し画像データとして記憶部３０に記憶する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が表示される表示面を有する表示手段と、
　表示面に重ねて配置されるタッチパネルと、
　タッチパネルがタッチされた位置を検出するタッチ検出手段と、
　表示面に表示されている画像の少なくとも一部の範囲を指定範囲として指定する指定手
段と、
　画像データを記憶する記憶手段と、
　前記指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、当該指定範囲に対応するタッチ
パネルにおける範囲に含まれる位置がタッチされたことを検出すると、当該指定範囲内に
表示されている画像の画像データを、切り出し画像データとして記憶手段に記憶する制御
手段と、を含むことを特徴とする情報端末装置。
【請求項２】
　タッチ検出手段は、タッチパネルが連続的にタッチされたときに、タッチパネルに対す
るタッチ開始位置およびタッチ終了位置を検出し、
　指定手段は、タッチ検出手段で検出されたタッチ開始位置およびタッチ終了位置に基づ
いて、前記指定範囲を指定することを特徴とする請求項１に記載の情報端末装置。
【請求項３】
　制御手段は、
　　前記指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、当該指定範囲に対応するタッ
チパネルにおける範囲内がタッチされたことを検出すると、前記切り出し画像データを記
憶手段に記憶するとともに、記憶手段に記憶された前記切り出し画像データを表示面に表
示するためのアイコンを作成することを特徴とする請求項１または２に記載の情報端末装
置。
【請求項４】
　制御手段は、
　　前記指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、前記指定範囲に対応するタッ
チパネルにおける範囲がタッチされたことを検出すると、前記切り出し画像データに加え
て、当該切り出し画像データに関連する情報を記憶手段に記憶することを特徴とする請求
項１～３のいずれか１つに記載の情報端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンなどの情報端末装置は、タッチパネルを介して、その表示面をユーザの
指やタッチペンなどでタッチすることで操作される。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、タッチパネルが設けられたＬＣＤ（Liquid　Crystal　Dis
play）モニタを含み、そのＬＣＤモニタに、日本語を表示する本文表示領域と変換領域と
その２つの領域を区切る境界線が設定された携帯端末が開示されている。特許文献１に開
示の携帯端末によれば、ユーザは、タッチ操作によって日本語の文字列の一部または全部
を選択することができ、この選択した文字列に対してタッチし、境界線を超えてスライド
させた後に変換領域でリリースすると、日本語の文字列が英語に翻訳され、翻訳結果であ
る英語の文字列が変換領域に表示される。
【０００４】
　また、特許文献２には、タッチパネル方式の表示面を備え、表示面に表示されている画
像を、表示面の一方向にスライド操作された場合にはその画像を記憶部に格納し、表示面
の他方向にスライド操作された場合には、記憶部に格納されている画像を表示面に表示す
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る表示装置が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、ＬＣＤモニタに、文字入力キーと受信メールが表示され、受信メール
における本文の文字列はタッチパネル入力装置に対する操作によって任意に選択できる携
帯端末が開示されている。特許文献３に開示の携帯端末によれば、選択された文字列の関
連情報は任意の文字入力キーに対応させて一時記憶され、一時記憶するために利用した文
字入力キーから転送メールの本文にタッチアンドスライド操作が行われると、一時記憶さ
れた関連情報を、転送メールの本文に挿入することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１９１４９５号公報
【特許文献２】特開２０１０－１２３０１６号公報
【特許文献３】特開２０１０－３３４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の情報端末装置において、表示面に表示されている画面の画像データを保存するに
は、表示されている画像の画像データを全て保存しなければならない。また、表示されて
いる画像の画像データを部分的に保存するには、画面において、保存したい領域を選択し
、選択した画像を切り出し、切り出した画像を画像データとして保存する。このように、
表示されている画像の画像データを部分的に保存するには、処理するステップが多く、ユ
ーザが行う操作が多くなるので、情報端末装置の操作が複雑なものとなる。
【０００８】
　特許文献１～３にも、表示されている画像の画像データの部分的な保存を容易にするこ
とができる方法は記載されていない。
【０００９】
　本発明の目的は、表示されている画像の画像データを部分的に記憶するために複数の操
作を行う必要がなく、操作および情報管理が容易な情報端末装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、画像が表示される表示面を有する表示手段と、
　表示面に重ねて配置されるタッチパネルと、
　タッチパネルがタッチされた位置を検出するタッチ検出手段と、
　表示面に表示されている画像の少なくとも一部の範囲を指定範囲として指定する指定手
段と、
　画像データを記憶する記憶手段と、
　前記指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、当該指定範囲に対応するタッチ
パネルにおける範囲に含まれる位置がタッチされたことを検出すると、当該指定範囲内に
表示されている画像の画像データを、切り出し画像データとして記憶手段に記憶する制御
手段と、を含むことを特徴とする情報端末装置である。
【００１１】
　また本発明では、タッチ検出手段は、タッチパネルが連続的にタッチされたときに、タ
ッチパネルに対するタッチ開始位置およびタッチ終了位置を検出し、
　指定手段は、タッチ検出手段で検出されたタッチ開始位置およびタッチ終了位置に基づ
いて、前記指定範囲を指定することを特徴とする。
【００１２】
　また本発明では、制御手段は、
　　前記指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、当該指定範囲に対応するタッ
チパネルにおける範囲内がタッチされたことを検出すると、前記切り出し画像データを記
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憶手段に記憶するとともに、記憶手段に記憶された前記切り出し画像データを表示面に表
示するためのアイコンを作成することを特徴とする。
【００１３】
　また本発明では、制御手段は、
　　前記指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、前記指定範囲に対応するタッ
チパネルにおける範囲がタッチされたことを検出すると、前記切り出し画像データに加え
て、当該切り出し画像データに関連する情報を記憶手段に記憶することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、情報端末装置は、画像が表示される表示面を有する表示手段と、表示
面に重ねて配置されるタッチパネルと、タッチパネルがタッチされた位置を検出するタッ
チ検出手段と、指定手段と、画像データを記憶する記憶手段と、制御手段とを含む。
【００１５】
　指定手段は、表示面に表示されている画像の少なくとも一部の範囲を指定範囲として指
定する。制御手段は、指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、当該指定範囲に
対応するタッチパネルにおける範囲に含まれる位置がタッチされたことを検出すると、当
該指定範囲内に表示されている画像の画像データを、切り出し画像データとして記憶手段
に記憶する。
【００１６】
　このように、指定範囲に対応するタッチパネルにおける範囲に含まれる位置がタッチさ
れるというたった１つの動作で、指定範囲内の画像の画像データが記憶されるので、情報
端末装置は、表示されている画像の画像データを部分的に記憶するために複数の操作を行
う必要がなく、操作が容易である。
【００１７】
　また本発明によれば、タッチ検出手段は、タッチパネルが連続的にタッチされたときに
、タッチパネルに対するタッチ開始位置およびタッチ終了位置を検出する。指定手段は、
タッチ検出手段で検出されたタッチ開始位置およびタッチ終了位置に基づいて、指定範囲
を指定する。
【００１８】
　このようにして、指定範囲が指定されることによって、記憶したい画像の範囲を簡単な
操作で指定することができる。
【００１９】
　また本発明によれば、制御手段は、指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、
当該指定範囲に対応するタッチパネルにおける範囲内がタッチされたことを検出すると、
切り出し画像データを記憶手段に記憶するとともに、記憶手段に記憶された切り出し画像
データを表示面に表示するためのアイコンを作成する。
【００２０】
　このようなアイコンが作成されることによって、切り出し画像データを簡単な操作で表
示面に表示させることができ、情報管理を容易にすることができる。
【００２１】
　また本発明によれば、制御手段は、指定範囲が指定された状態で、タッチ検出手段が、
指定範囲に対応するタッチパネルにおける範囲がタッチされたことを検出すると、切り出
し画像データに加えて、当該切り出し画像データに関連する情報を記憶手段に記憶するの
で、切り出し画像データをより有効に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の一形態である情報端末装置１００の構成を示すブロック図である
。
【図２】画像データ記憶処理の手順を示すフローチャートである。
【図３】画像が表示された表示面２を示す図である。
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【図４】ダブルクリックが検出された時点での表示面２を示す図である。
【図５】指定範囲枠４２が表示された表示面２を示す図である。
【図６】アイコン化処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】セーブメニュー画像が表示された表示面２を示す図である。
【図８】アイコン画像４５が表示された表示された表示面２を示す図である。
【図９】画像データ参照処理の手順を示すフローチャートである。
【図１０】切り出し画像データが表示された表示面２を示す図である。
【図１１】ＵＲＬ情報画像４６が表示された表示面２を示す図である。
【図１２】切り出し画像データを拡大して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　１、情報端末装置
　図１は、本発明の実施の一形態である情報端末装置１００の構成を示すブロック図であ
る。情報端末装置１００は、表示部１と、タッチパネル１０と、制御部２０と、記憶部３
０とを含む。
【００２４】
　＜表示部＞
　表示手段である表示部１は、表示面２と、表示面２をその背面から照射するバックライ
ト装置とを備える。表示面２は、液晶素子を有する透過型の液晶パネルによって形成され
、液晶パネルは、平板状に形成される。
【００２５】
　＜タッチパネル＞
　タッチパネル１０は、表示面２に重なって、表示部１と一体化されている。タッチパネ
ル１０は、ユーザの指またはタッチペンなどが接触し、それらからの入力を取り込むため
の装置で、タッチパネル１０上の複数点の入力を同時に取得することが可能である。
【００２６】
　＜制御部＞
　制御手段である制御部２０は、図示しないプログラムに従って情報端末装置１００全体
の制御を行う。そのため、制御部２０は、表示部１、タッチパネル１０、および後述する
記憶部３０それぞれと電気的に接続されている。制御部２０は、表示制御部２１と、入力
検出部２２と、時間測定部２３とを含む。
【００２７】
　表示制御部２１は、表示面２に画像を表示させる。表示制御部２１は、図形描画部２１
ａと、アイコン表示部２１ｂと、位置決定部２１ｃと、線描画部２１ｄとを含む。
【００２８】
　図形描画部２１ａは、表示面２において、ユーザの指やタッチペンなどが接触すること
で描画された図形を表示させる。
【００２９】
　アイコン表示部２１ｂは、記憶部３０に記憶されている情報を表示面２に表示するため
のアイコンを作成し、表示面２に表示させる。
【００３０】
　位置決定部２１ｃは、表示面２において、画像などを表示させる位置を決定し、その位
置に、当該画像を表示させる。
　線描画部２１ｄは、後述する指定範囲枠を表示面２に表示させる。
【００３１】
　タッチ検出手段である入力検出部２２は、ユーザの指やタッチペンなどからのタッチパ
ネル１０に対する入力を検出する。入力検出部２２は、位置検出部２２ａと、接触検出部
２２ｂと、コマンド検出部２２ｃと、接触数検出部２２ｄとを含む。
【００３２】
　位置検出部２２ａは、ユーザの指やタッチペンなどによって、タッチパネル１０がタッ
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チされた位置を検出する。位置検出部２２ａは、ユーザの指やタッチペンなどによって、
タッチパネル１０が連続的にタッチされたときに、タッチパネル１０に対して連続的なタ
ッチが開始された位置であるタッチ開始位置と、その連続的なタッチが終了した位置であ
るタッチ終了位置とを検出することができる。「連続的なタッチ」とは、比較的短い時間
内で行われる複数回のタッチ、およびタッチパネル１０に対して比較的長い時間接触しつ
づける１回のタッチを示す。
【００３３】
　接触検出部２２ｂは、タッチパネル１０がタッチされたことを検出する。また、接触検
出部２２ｂは、タッチパネル１０が、予め定められた長さ以上連続して接触されると、ド
ラッグが開始されたと判断し、タッチパネル１０に対するその接触が検出されなくなった
ら、ドラッグが終了したと判断する。
【００３４】
　コマンド検出部２２ｃは、「セーブする」、「セーブしない」などのコマンドを検出す
る。
【００３５】
　接触数検出部２２ｄは、ユーザの指やタッチペンなどが、比較的短い時間内（たとえば
０．５～１秒間）にタッチパネル１０に対して何回タッチされたか検出する。接触数検出
部２２ｄは、タッチパネル１０に対して行われた操作が、シングルクリックか、またはダ
ブルクリックか判断することができる。
【００３６】
　時間測定部２３は、タイマー機能を有しており、タッチパネル１０に対するタッチが行
われた時点から経過した時間を測定することができる。
【００３７】
　＜記憶部＞
　記憶部３０は、タッチパネル１０に対して行われる各種操作に関連する情報を記憶する
。記憶部３０は、入力座標記憶部３１と、入力情報記憶部３２と、アイコン情報記憶部３
３と、描画情報記憶部３４と、記憶手段である画像情報記憶部３５と、アイコン表示情報
記憶部３６と、フラグ記憶部３７と、セーブ設定部３８とを含む。
【００３８】
　入力座標記憶部３１は、タッチパネル１０がタッチされた位置の座標情報を記憶する。
　入力情報記憶部３２は、タッチパネル１０に入力された各種情報を記憶する。
【００３９】
　アイコン情報記憶部３３は、アイコンから、それに関連した情報を表示面２に表示させ
るためのコマンドを記憶する。
【００４０】
　描画情報記憶部３４は、表示面２に表示する描画情報を記憶する。
　画像情報記憶部３５は、画像データを記憶する。画像情報記憶部３５は、後述する切り
出し画像データを記憶することができる。
【００４１】
　アイコン表示情報記憶部３６は、アイコンに関連する情報を記憶する。アイコン表示情
報記憶部３６は、アイコンのファイル名、画像データのＵＲＬ（Uniform　Resource　Loc
ator）情報、アイコン作成の日時を示す日時情報、表示面２における、切り出し画像デー
タの画像位置を示す座標位置情報を記憶する。
【００４２】
　フラグ記憶部３７は、各種処理に必要なフラグを記憶する。
　セーブ設定部３８は、各種処理において、セーブされた条件を記憶する。
【００４３】
　２、画像データ記憶処理およびアイコン化処理
　上記のような情報端末装置１００を用いて、画像データ記憶処理、および、画像データ
をアイコン化するアイコン化処理が行われるが、これらの処理の前に、アイコン化処理の
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際に必要な設定として、オート設定またはマニュアル設定を選択可能にしてもよい。オー
ト設定は、アイコン化処理の際、作成するアイコンのファイル名が、アイコン化処理が行
われた日時に自動で設定する。マニュアル設定は、アイコン化処理の際、作製するアイコ
ンのフィアイル名を、ユーザが入力する。選択された設定は、セーブ設定部３８に記憶さ
れる。
【００４４】
　画像データ記憶処理、およびアイコン化処理について説明する。
　図２は、画像データ記憶処理の手順を示すフローチャートである。図３は、画像が表示
された表示面２を示す図である。図４は、ダブルクリックが検出された時点での表示面２
を示す図である。図５は、指定範囲枠４２が表示された表示面２を示す図である。
【００４５】
　画像データ記憶処理は、表示制御部２１が、表示面２に画像を表示させるとステップＳ
１に進む。本実施形態では、情報端末装置１００にＵＲＬが入力されて、ウェブページの
画像が表示面２に表示される。
【００４６】
　表示面２に表示される画像は、タッチパネル１０を介してシングルクリックまたはダブ
ルクリック（Ｗクリック）されることで各種アプリケーションが実行されるエリアと、エ
リア以外の領域であって、シングルクリックまたはダブルクリックされてもアプリケーシ
ョンが実行されないエリア外とからなる。エリアには、たとえば、各種アイコンなどが挙
げられる。
【００４７】
　ステップＳ１では、入力検出部２２が、タッチパネル１０がダブルクリックされたか否
か判断する。
【００４８】
　ダブルクリックされたか否かは、接触数検出部２２ｄが、予め定められた時間内に予め
定められた範囲内で、タッチパネルが何回接触されたか検出することで判断される。接触
数検出部２２ｄが検出した接触回数が２回であれば、タッチパネル１０がダブルクリック
されたと判断される。
【００４９】
　タッチパネル１０がダブルクリックされたと判断されるまで、ステップＳ１を繰り返し
、タッチパネル１０がダブルクリックされたと判断されれば、ステップＳ２に進む。
【００５０】
　ステップＳ２では、位置検出部２２ａが、検出位置（タッチパネル１０を介してダブル
クリックされた位置）が、エリア外であるか否か判断する。エリア外であれば、ステップ
Ｓ３に進む。エリア外でなければ（エリアであれば）、ステップＳ１に戻る。なお、本フ
ローチャートは、画像データ記憶処理の手順を示すものであるため、画像データ記憶処理
に直接関係しない手順は省略しており、本ステップで、エリアがダブルクリックされたと
判断されれば、ステップＳ１に戻る前に、当該エリアに関連するアプリケーションが実行
される。
【００５１】
　ステップＳ３では、時間測定部２３が、タイマーをセットし、ステップＳ２でダブルク
リックが検出された時点からの時間を測定し始める。本実施形態では、タイマーは２秒間
にセットされている。
【００５２】
　ステップＳ４では、時間測定部２３が、ステップＳ３でタイマーをセットしてから２秒
間経過したか否か判断する。すなわち、タイムアウトか否か判断する。タイムアウトであ
れば、ステップＳ１に戻る。タイムアウトでなければ、ステップＳ５に進む。
【００５３】
　ステップＳ５では、接触検出部２２ｂが、タッチパネル１０に対して、ドラッグが開始
されたか否か判断する。
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【００５４】
　ドラッグが開始されれば、ステップＳ６に進み、制御部２０が、図４に示す、ステップ
Ｓ２で位置検出部２２ａが検出した、表示面２におけるダブルクリックされた位置（タッ
チ開始位置）４０の座標位置を、入力座標記憶部３１に記憶する。ドラッグが開始されな
ければ、ステップＳ４に戻る。
【００５５】
　ステップＳ７では、時間測定部２３が、ステップＳ３でセットしたタイマーを解除する
（タイマークリア）。
【００５６】
　ステップＳ８では、線描画部２１ｄが、タッチ開始位置４０から、ユーザの指４１が接
触しているタッチパネル１０における現在の位置４３に対応する表示面２の位置に指定範
囲枠４２を表示させる。
【００５７】
　指定範囲枠４２は、タッチ開始位置４０と、ユーザの指４１が接触しているタッチパネ
ル１０における現在の位置４３とを結ぶ直線を対角線とし、辺が表示面２の側辺に垂直ま
たは水平な矩形状の枠であり、本実施形態では、視認しやすいよう、枠の色は赤色である
。指定範囲枠４２は、ユーザの指４１が位置４３で接触している場合には、図５において
破線で示すような、タッチ開始位置４０と位置４３とを結ぶ直線を対角線とする大きさで
あるが、ユーザの指４１の位置が、位置４３から位置４３´に向かって移動すれば、その
移動に伴って対角線が長くなり、矩形の大きさが大きくなる。
【００５８】
　このとき、ドラッグのためにタッチパネル１０上の現在の位置４３をスライドさせた指
４１が表示面２の下端まで到達すると、画像が自動的にスクロールされる。そのため、表
示面２の範囲よりも広い範囲の画像を、指定範囲枠４２で囲むこともできる。
【００５９】
　ステップＳ９では、接触検出部２２ｂが、ドラッグが終了したか否か判断する。ドラッ
グが終了したと判断されれば、ステップＳ１０に進む。
【００６０】
　ステップＳ１０では、時間測定部２３がタイマーをセットし、ステップＳ９でドラッグ
が終了したと判断された時点からの時間を測定し始める。本実施形態では、タイマーは２
秒間にセットされている。
【００６１】
　ステップＳ１１では、位置検出部２２ａが、ドラッグが終了したタッチパネル１０にお
ける位置（タッチ終了位置）４３´を検出し、制御部２０が、タッチパネル１０における
、タッチ終了位置４３´の座標位置を座標位置データとして入力座標記憶部３１に記憶す
る。
【００６２】
　指定範囲枠４２は、タッチ開始位置４０と、タッチ終了位置４３´とによって確定する
。制御部２０は、指定手段に相当し、指定範囲枠４２によって規定された表示面２上の領
域は、指定範囲に相当する。このようにして、指定範囲枠４２が確定されることによって
、記憶したい画像の範囲を簡単な操作で指定することができる。
【００６３】
　確定された指定範囲枠４２は、ドラッグ操作により、狭めるまたは広げることができる
。指定範囲枠４２を狭める場合には、タッチパネル１０を介して、指定範囲枠４２の側辺
をタッチしてドラッグの開始位置とし、対向する側辺に向けてドラッグする。また、指定
範囲枠４２を広げる場合には、指定範囲枠４２の側辺をタッチしてドラッグの開始位置と
し、対向する側辺と反対の方向にドラッグする。
【００６４】
　ステップＳ１２では、制御部２０が、指定範囲枠４２内に表示されている画像を、切り
出し画像データとして切り出し、入力情報記憶部３２に一時的に記憶する。
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【００６５】
　ステップＳ１３では、時間測定部２３が、ステップＳ１０でタイマーをセットしてから
２秒間経過したか否か判断する。すなわち、タイムアウトか否か判断する。タイムアウト
であれば、線描画部２１ｄが、指定範囲枠４２を表示面２から消去し、入力情報記憶部３
２に一時的に記憶されている切り出し画像データを削除して、ステップＳ１に戻る。タイ
ムアウトでなければ、ステップＳ１４に進む。
【００６６】
　ステップＳ１４では、接触検出部２２ｂが、タッチパネル１０がタッチされたか否か判
断する。タッチパネル１０がタッチされたと判断されれば、ステップＳ１５に進む。タッ
チパネル１０がタッチされたと判断されなければ、ステップＳ１３に戻る。このときのタ
ッチの動作としては、指４１などがタッチパネル１０に接触すればどのような動作でもよ
く、たとえば、表示面２のいずれかの側辺に向けて、指４１で画像を投げつけるような動
作（指４１を予め定められた速さ以上で、表示面２のいずれかの側面に向けてスライドさ
せる動作）、シングルクリック、ダブルクリックなどが挙げられる。
【００６７】
　ステップＳ１５では、位置検出部２２ａが、タッチパネル１０のタッチされた位置を検
出し、入力検出部２２が、検出位置が、指定範囲枠４２内に対応するタッチパネル１０に
おける範囲に含まれる位置か否か判断する。検出位置が、指定範囲枠４２内に対応するタ
ッチパネル１０における範囲に含まれる位置であれば、入力情報記憶部３２に一時的に記
憶されている切り出し画像データを画像情報記憶部３５に記憶し、入力情報記憶部３２に
一時的に記憶されている切り出し画像データを削除する。また、入力座標記憶部３１に記
憶されている、タッチ開始位置４０およびタッチ終了位置４３´の座標位置のデータを、
切り出し画像データの座標位置情報として、アイコン表示情報記憶部３６に記憶し、入力
座標記憶部３１に記憶されている、タッチ開始位置およびタッチ終了位置の座標位置のデ
ータを削除する。その後、ステップＳ１６に進む。
【００６８】
　指定範囲枠４２内に対応するタッチパネル１０における範囲に含まれる位置でなければ
、すなわち、指定範囲枠４２外に対応するタッチパネル１０における範囲に含まれる位置
であれば、線描画部２１ｄが、指定範囲枠４２を表示面２から消去し、入力情報記憶部３
２に一時的に記憶されている切り出し画像データを削除して、ステップＳ１に戻る。
【００６９】
　ステップＳ１６では、アイコン表示部２１ｂが、アイコン化処理を行う。アイコン化処
理については、後述する。また、ステップＳ１７では、ステップＳ１０でセットされたタ
イマーが解除される（タイマークリア）。これによって、画像データ記憶処理の終了とな
る。
【００７０】
　このように、画像データ記憶処理では、指定範囲枠４２内に対応するタッチパネル１０
における範囲に含まれる位置がタッチされるというたった１つの動作で、指定範囲枠４２
内の画像が、切り出し画像データとして記憶される。そのため、情報端末装置１００は、
所望の画像データを記憶するために複数の操作を行う必要がなく、操作が容易である。
【００７１】
　図６は、アイコン化処理の手順を示すフローチャートである。図７は、セーブメニュー
画像が表示された表示面２を示す図である。図８は、アイコン画像４５が表示された表示
面２を示す図である。
【００７２】
　ステップＳ１６ａでは、アイコン表示部２１ｂが、セーブ設定部３８に記憶されている
設定が、マニュアル設定であるか否か判断する。マニュアル設定であれば、ステップＳ１
６ｂに進む。マニュアル設定でなければ、すなわちオート設定であれば、ステップＳ１６
ｊに進む。
【００７３】
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　ステップＳ１６ｂでは、アイコン表示部２１ｂが、図７に示すようなセーブメニュー画
像を表示面２に表示させる。セーブメニュー画像では、ファイル名の欄４４が空欄となっ
ており、その欄４４に、ユーザがファイル名を入力できるようになっている。
【００７４】
　ステップＳ１６ｃでは、アイコン表示部２１ｂが、セーブ指示があるか否か判断する。
セーブ指示は、表示面２において、図７に示すように表示されている「セーブする」とい
う文字画像が、タッチパネル１０を介して接触されたか否かで判断される。セーブ指示が
あれば、ステップＳ１６ｄに進む。図７に示すように表示されている「セーブしない」と
いう文字画像が、タッチパネル１０を介して接触されれば、アイコン化を行うことなく、
アイコン化処理の終了となる。
【００７５】
　ステップＳ１６ｄでは、アイコン表示部２１ｂが、図７に示す、ファイル名の欄４４が
空欄となっているか否か判断する。ファイル名の欄４４が空欄であれば、ステップＳ１６
ｅに進む。ファイル名の欄４４が空欄でない場合には、ステップＳ１６ｆに進む。
【００７６】
　ステップＳ１６ｅでは、アイコン表示部２１ｂが、現在の日時をファイル名に設定し、
そのファイル名情報を、アイコン表示情報記憶部３６に記憶する。
【００７７】
　ステップＳ１６ｆでは、アイコン表示部２１ｂが、入力された文字をファイル名に設定
し、そのファイル名情報を、アイコン表示情報記憶部３６に記憶する。
【００７８】
　ステップＳ１６ｇでは、アイコン表示部２１ｂが、切り出し画像データに関連する情報
として、切り出し画像データが存在するウェブページのＵＲＬをＵＲＬ情報として、アイ
コン表示情報記憶部３６に記憶する。
【００７９】
　ステップＳ１６ｈでは、アイコン表示部２１ｂが、切り出し画像データに関連する情報
として、入力座標記憶部３１に記憶されている、切り出し画像データの座標位置情報を、
アイコン表示情報記憶部３６に記憶する。
【００８０】
　ステップＳ１６ｉでは、アイコン表示部２１ｂが、切り出し画像データに関連する情報
として、現在の日時を、日時情報として、アイコン表示情報記憶部３６に記憶する。
【００８１】
　これらの切り出し画像データに関連する情報は、プロパティを参照することで確認する
ことができる。そのため、切り出し画像データをより有効に利用することができる。
【００８２】
　ステップＳ１６ｊでは、アイコン表示部２１ｂが、図８に示すように、切り出し画像デ
ータを表示面２に表示するためのアイコンを作成し、アイコン画像４５を表示面２の予め
定められた位置に表示させる。本実施形態では、アイコン画像４５は、画像の閲覧に関し
て最も影響が少ない、表示面２の下方に表示される。このアイコン画像４５には、ファイ
ル名が重ねて表示されている。
【００８３】
　このようにしてアイコンが作成され、表示面２にアイコン画像４５が表示されることに
よって、切り出し画像データを簡単な操作で表示面２に表示させることができ、情報管理
を容易にすることができる。
　以上でアイコン化処理の終了となる。
【００８４】
　３、画像データ参照処理
　以下では、切り出し画像データを簡単な操作で表示面２に表示させる画像データ参照処
理について記載する。図９は、画像データ参照処理の手順を示すフローチャートである。
図１０は、切り出し画像データが表示された表示面２を示す図である。図１１は、ＵＲＬ
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情報画像４６が表示された表示面２を示す図である。図１２は、切り出し画像データを拡
大して示す図である。画像データ参照処理では、アイコン画像４５を含む画像が表示面２
に表示されると、ステップＳ２０に進む。
【００８５】
　ステップＳ２０では、位置検出部２２ａが、アイコン画像４５に対応するタッチパネル
１０の位置がタッチされたか否か判断する。タッチされたと判断すれば、ステップＳ２１
に進む。
【００８６】
　ステップＳ２１では、接触数検出部２２ｄが、ステップＳ２０でタッチされた回数を検
出し、そのタッチがシングルクリックか否か判断する。シングルクリックであれば、ステ
ップＳ２２に進む。シングルクリックでなければ、すなわち、ダブルクリックであれば、
ステップＳ２８に進む。このように、画像データ参照処理では、タッチパネル１０を介し
てアイコン画像４５に対して行われるタッチの種類によって、その後の動作が変わる。
【００８７】
　ステップＳ２２では、位置決定部２１ｃが、アイコン情報記憶部３３から、切り出し画
像データを表示面２に表示させるためのコマンドを取得し、また、アイコン表示情報記憶
部３６から、切り出し画像データの座標位置データを取得し、表示面２における、切り出
し画像データを表示させる位置を決定する。そしてその位置に、位置決定部２１ｃが、図
１０に示すように切り出し画像データを、現在表示されている画像に重ねて表示させる。
切り出し画像データは、表示枠４２ａで囲まれている。
　その後、画像データ参照が終了となる。
【００８８】
　ステップＳ２３では、表示制御部２１が、アイコン情報記憶部３３からＵＲＬ情報を取
得し、図１１に示すように、アイコン画像４５の近くに、ＵＲＬ情報画像４６を表示させ
る。
【００８９】
　ステップＳ２４では、接触検出部２２ｂが、タッチパネル１０がタッチされたか否か、
すなわちクリックが検出されたか否か判断する。クリックが検出されれば、ステップＳ２
５に進む。クリックが検出されなければ、ステップＳ２４に戻る。
【００９０】
　ステップＳ２５では、位置検出部２２ａが、ＵＲＬ情報が選択されたか否か判断する。
位置検出部２２ａは、タッチパネル１０がタッチされた位置が、ＵＲＬ情報画像４６に対
応する位置であれば、ＵＲＬ情報が選択されたと判断する。ＵＲＬ情報が選択されたと判
断されれば、ステップＳ２６に進む。ＵＲＬ情報が選択されたと判断されなければ、すな
わち、ＵＲＬ情報画像４６に対応しない位置がタッチされると、ステップＳ２０に戻る。
【００９１】
　ステップＳ２６では、制御部２０が、図示しない通信手段を介して、選択されたＵＲＬ
情報に関連する画像情報をダウンロードする。
【００９２】
　ステップＳ２７では、位置決定部２１ｃが、アイコン情報記憶部３３から、切り出し画
像データを表示面２に表示させるためのコマンドを取得し、また、アイコン表示情報記憶
部３６から、切り出し画像データの座標位置データを取得し、表示面２における、切り出
し画像データを表示させる位置を決定する。
【００９３】
　ステップＳ２８では、表示制御部２１が、ダウンロードした画像情報を表示面２に表示
させる。このとき、切り出し画像データが示す画像を、アイコン表示情報記憶部３６から
取得した座標位置データが示す位置に表示させる。そのため、ユーザは、切り出し画像デ
ータに加えて、ダウンロードした画像情報において、切り出し画像データ以外の画像デー
タも閲覧することができる。また、図１２に示すように、切り出し画像データおよび切り
出し画像データ以外の画像データを拡大して表示させることもできる。
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【００９４】
　以上で、画像データ参照処理の終了となる。なお、アイコン画像４５は、ユーザが消去
の処理を行わない限り表示面２に表示され、たとえ情報端末装置１００の電源がＯＦＦに
なっても削除されない。
【符号の説明】
【００９５】
　１　表示部
　２　表示面
　１０　タッチパネル
　２０　制御部
　２１　表示制御部
　２２　入力検出部
　２３　時間測定部
　３０　記憶部
　３１　入力座標記憶部
　３２　入力情報記憶部
　３３　アイコン情報記憶部
　３４　描画情報記憶部
　３５　画像情報記憶部
　３６　アイコン表示情報記憶
　３７　フラグ記憶部
　３８　セーブ設定
　１００　情報端末装置

【図１】 【図２】
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